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山
田
ふ
れ
あ
い
ハ
ウ
ス

条
例
を
廃
止
す
る
条

例

 

こ
の
条
例
は
、
現
在
、

嘉
麻
市
社
会
福
祉
協
議
会

が
使
用
し
て
い
る
嘉
麻
市

稲
築
住
民
セ
ン
タ
ー
と
嘉

麻
市
稲
築
母
子
健
康
セ
ン

タ
ー
が
用
途
廃
止
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

嘉
麻
市
社
会
福
祉
協
議
会

の
新
た
な
主
た
る
事
務
所

を
嘉
麻
市
山
田
ふ
れ
あ
い

ハ
ウ
ス
と
す
る
た
め
、
嘉

麻
市
山
田
ふ
れ
あ
い
ハ
ウ
ス

を
公
の
施
設
と
し
て
用
途

廃
止
す
る
た
め
提
案
さ
れ

た
も
の
で
す
。

 

執
行
部
か
ら
、
山
田
ふ

れ
あ
い
ハ
ウ
ス
の
利
用
者
に

つ
い
て
は
、
山
田
生
涯
学

習

館

や

山

田

市

民

セ
ン

タ
ー
等
の
他
施
設
を
利
用

で
き
る
よ
う
検
討
し
て
い

る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。

 

委
員
よ
り

『
社
会
福
祉

協
議
会
の
場
所
は
、
山
田

ふ
れ
あ
い
ハ
ウ
ス
で
は
な

く
、
新
庁
舎
付
近
の
方
が

市
と
の
連
携
が
と
り
や
す

い
の
で
は
な
い
か
。
』
と
い

う
質
問
に
対
し
、
『
現
段

階
で
は
、
新
庁
舎
付
近
に

適
し
た
場
所
が
な
い
た
め
、

社
会
福
祉
協
議
会
と
協
議

の
上
、
新
た
な
社
会
福
祉

協
議
会
の
場
所
を
山
田
ふ

れ
あ
い
ハ
ウ
ス
に
決
定
し

た
。
し
か
し
、
他
の
団
体

か
ら
も
新
庁
舎
付
近
へ
の

設
置
要
望
が
あ
っ
て
い
る

状
況
で
あ
る
た
め
、
将
来

的
な
計
画
等
は
な
い
が
、

利

用

者

の
利

便

性
を
考

え
、
新
庁
舎
付
近
へ
の
設

置
に
つ
い
て
前
向
き
に
考

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
』
と
の
回
答
が
あ
り

ま
し
た
。

※

審
査
の
結
果
、

全
会
一

致
で
可
決
し
ま
し
た
。

※

本
会
議
で
は
、

全
会
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

市
道
路
線
の
認
定

　
こ
の
議
案
は
、
一
般
国

道
３
２
２
号
八
丁
峠
道
路

改
良
工
事
に
伴
い
、

福
岡

県
か
ら
移
管
さ
れ
る
予
定

で
あ
る
旧
道
を
新
た
に
市

道
路
線
と
し
て
認
定
す
る

た
め
提
案
さ
れ
た
も
の
で

す
。

　
委
員
よ
り

『
移
管
さ
れ

る
旧
道
は
、
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
の
劣
化
や
災
害
箇
所
な

ど
色
々
な
問
題
を
抱
え
て

お
り
、
移
管
後
の
維
持

・

管
理
を
考
え
る
と
市
の
負

担
が
増
え
る
の
で
は
な
い

か
。
』
と
い
う
質
問
に
対

し
、
『
県
と
は
八

丁

ト
ン

ネ
ル
開
通
と
同
時
に
旧
道

を
市
に
移
管
す
る
こ
と
で

協
定
書
を
取
り
交
わ
し
て

い
る
。
こ
の
時
、
旧
道
の

整
備
に
つ
い
て
は
、
市
道

認
定
後
に
、
県
が
現
在
の

問
題
箇
所
で
あ
る
道
路
沿

い
の
樹
木
の
伐
採
等
も
含

め
整

備

を
行

う

こ
と
と

な
っ
て
い
る
。
』
と
の
回
答

が
あ
り
ま
し
た
。

※

審
査
の
結
果
、

全
会
一

致
で
可
決
し
ま
し
た
。

※

本
会
議
で
は
、

全
会
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

 

会
計
年
度
任
用
職
員

の
給
与
、
費
用
弁
償

及
び
旅
費
に
関
す
る

条
例

（
関
連
条
例
２

議
案
を
含
む
）

　
こ
れ
ら
条
例
３
件
は
、

地
方
公
務
員
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
制
定

に
よ
り
、
一
般
職
の
会
計

年
度
任
用
職
員
制
度
が
創

設
さ
れ
、
服
務
規
律
等
の

整
備
を
図
る
と
と
も
に
、

特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び

臨
時
的
任
用
職
員
の
任
用

要
件
の
厳
格
化
を
行
い
、

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

へ
の
必
要
な
移
行
を
図
る

た
め
、

ま
た
併
せ
て
、
会

計
年
度
任
用
職
員
へ
期
末

手
当
の
支
給
を
可
能
と
す

る
た
め
提
案
さ
れ
た
も
の

で
す
。

　
委
員
よ
り
制
度
改
正
後

の
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
与
に
つ
い
て
を
問
う
質

問
に
対
し

『
現
行
の
臨
時

的
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、

職
種
別
に
給
料
の
格
付
け

が
あ
り
、
制
度
改
正
後
も

単
価
に
つ
い
て
は
、
現
行

を
下
回
ら
な
い
よ
う
取
り

扱
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
現
在
フ
ル
タ
イ
ム
で

働
い
て
い
る
臨
時
的
任
用

職
員
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
に

な
る
こ
と
で
勤
務
時
間
が

減
り
、
減
収
と
な
る
が
、

別
に
期
末
手
当
が
支
給
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
』
と

の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

※

審
査
の
結
果
、

賛
成
多

数
で
可
決
し
ま
し
た
。

※

本
会
議
で
は
、

賛
成
多

数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

令和元年９月定例会中に開催された、

各常任委員会の審査・活動報告です。

総務財政委員会
職 員 採 用 制 度 の 大 変 革

 
民生文教委員会
社 会 福 祉 協 議 会 が 移 転

 
産業建設委員会
八 丁 ト ン ネ ル 開 通 で 変 更

嘉麻市の常任委員会とは、下記３委員会のことです。

　　　　　●総務財政委員会

　　　　　●民生文教委員会

　　　　　●産業建設委員会

 

会計年度任用職員制度とは、 地方公務員法と地方自治法の改正により、 令和２

年４月から開始される制度です。

　 今まで臨時職員や嘱託職員等の労働条件は、 各自治体で定められているため

共通事項が少なく、 自治体によって取扱いが大きく異なっていましたが、 会計年

度任用職員制度が始まることにより、 ある程度共通事項ができ公平になります。

国道と市道路線の分岐点を視察
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